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みんなの幸せをのせて
第11回全国高校生地方鉄道交流会の開催に合わせて
めでたい電車「さち」が多奈川線へ駆けつけてくれました。
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第11回全国高校生地方鉄道交流会が
開催されました！

　8月5日(金)〜7日(日)、全国高校生地方鉄道交流会が岬町にて開催されました。1日目には南海電鉄千代田工場を
見学、2日目には岬町を散策、3日目には全国の中学・高校生による多奈川線活性化に関するプレゼンテーションがおこ
なわれ、企画部門と写真部門の二つの部門に分かれて表彰がおこなわれました。

南海電鉄千代田工場での様子（１日目）
貴重な光景をたくさん見せていただきました！

参加した学生全員で集合写真

■写真部門
〇Leam Japan 社長賞

三田学園中学校・高等学校
高校2年生
タイトル「夏空」

〇南海電気鉄道株式会社 社長賞
大阪府立岬高等学校
高校3年生
タイトル「待ちわびた瞬間」

〇岬町長賞
目黒学院中学校・高等学校
高校1年生
タイトル「早くさちに会い鯛」

■企画部門
〇南海電気鉄道株式会社 社長賞
	 	浪速高等学校・浪速中学校
　サバイバルゲーム施設建設や深日港、友ヶ島、洲本の
3港を巡るフェリーの新設、ZOO	HOTELや保護猫カフェ
の創設など数多くの企画案と資金調達方法としてALL	
IN	ONE方式のクラウドファンディングを使う提案が高く
評価されました。

〇岬町長賞
  芝中学校・芝高等学校
　難波~多奈川線~フェリーの3者をコラボしたゾーン切
符の創設やサイクリング活性化案、名物「たこ」をモチー
フとした「ラッピング多幸電車」など、よく調べられ、柔軟で
力強い印象の提案が高く評価されました。

〇全国高校生地方鉄道交流会 代表理事賞
	 	成城中学校・成城高等学校
　神奈川県三崎からヒントを得た岬町観光切符、列車を
利用した「動く物産展」、「ドラクエの聖地」洲本の対岸に
当たる岬町を「竜王の城」の場所としてフェリー航路で結
ぶなど斬新で楽しい提案が高く評価されました。

田代堯町長より挨拶 岬町長賞を受賞した
芝中学校・芝高等学校
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「深日洲本ライナー」で行く船の旅

〜「塩屋カフェ」グランドオープン!〜
　館内に併設された「塩屋カフェ」は今年4月にオープン
した新しいカフェです。
淡路島の食材を使った軽食やスイーツが楽しめます。

	

〜「ドラゴンクエスト記念碑」もチェック!〜
　御食国から少し歩くと、ド
ラゴンクエスト誕生30周年
を記念して製作された記
念碑があります。生みの親
である堀井雄二氏の出身
地であることから、洲本市
民広場内に置かれました。

◆深日洲本ライナー 乗船料金（片道）
大人（中学生以上）／1500円
小人（小学生）／500円
※小学生未満の幼児／無料

▶問合せ／企画地方創生課	☎492-2775

■淡路ごちそう館「御食国(みけつくに)」
　大正時代の赤レンガ倉庫を修復してできたレストラン。
館内にはお食事以外にも直売店、併設されたカフェが
ありグループからファミリーまで気軽にご利用いただけま
す。

▶営業時間／〇レストラン
ランチタイム／11時30分〜14時30分（LO）
ディナータイム／17時〜20時（LO）21時（閉店）
〇直販店	10時〜20時
〇カフェ	平日、日曜（軽食は15時30分まで）10時〜19
時、土曜日10時〜19時（軽食は18時まで）
▶定休日／水曜日 ▶航路再生に関する問合せ／政策推進担当	☎492-2725

　岬町の深日港と洲本市の洲本港を結ぶ旅客船「深日洲本ライナー」は、11月27日（日）まで土日祝日限定で運航中で
す。洲本市に数多くある素敵なお店の中から、洲本港から歩いて行けるおすすめスポットをご紹介します。

淡路牛100％使用した
メンチカツセット

淡路島の特産品を取りそろえた直売店

淡路牛と淡路産玉ねぎをつかった
牛丼セット

■洲本レトロこみち
　洲本市にある城下町の風情が残るレトロな通りです。
古民家や空き家を利用したお店が並んでおり、おしゃれ
なカフェ、ショップなど約25店舗が集まっています。
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●令和4年10月1日から、後期高齢者医療保険の医療費の窓口負担割合が変わります。
　令和4年10月1日から、一定以上の所得のある方は、現役並み所得者（窓口負担割合3割）を除き、医療費の窓口負
担が2割になります。（2割負担となる方は、被保険者全体の約20％です。）
●自己負担割合の判定
　医療機関での自己負担割合は、一般の方は1割、一定以上の所得のある方は2割または現役並み所得者は3割となり
ます。自己負担割合は、4月から7月までは前年度、8月から翌年3月までは当該年度の住民税課税所得（各種所得控除
後の所得額）を用いて判定します。※当該年度による判定は毎年8月1日に行われます。
　また、有効期限内でも、世帯の状況や所得の更正等により、自己負担割合が変わることがあり、後日、差額の2割相当
額の請求、または、還付をさせていただく場合があります。

医療機関等の窓口での自己負担割合について

● 同一世帯に令和4年度の住民税課税所得（各種所得控除後の所得額）が145万
円以上の被保険者がいる場合

※この世帯に属する被保険者は、個人の令和4年度の住民税が課税される所得額（各種所得控除
後の所得額）が、145万円未満であっても3割負担となります。

33割負担割負担

22割負担割負担

11割負担割負担

●3割負担に該当せず、同一世帯に令和4年度の住民税課税所得（各種所得控除後
の所得額）が28万円以上の被保険者がいる場合で以下に該当する場合
○同一世帯に被保険者がお一人の場合
　「年金収入(注1)+その他の合計所得金額(注2)」が200万円以上の場合
○同一世帯に被保険者が複数いる場合
　「年金収入(注1)+その他の合計所得金額(注2)」の合計が320万円以上の場合

●上記の3割負担または2割負担に該当しない場合

後期高齢者医療制度に関するお知らせ

○有効期限の過ぎた被保険者証は、破棄いただくか、市（区）町村担当窓口へお返しください。（年度途中で負担割合や住所など
に変更があった方で、現在も古い被保険者証をお持ちの場合は市（区）町村窓口へお返しください。）

後期高齢者医療 被保険者証が変わります

　令和4年10月から、「後期高齢者医療被保険者証」が“黄色”に変
わります。
　新しい被保険者証は、9月下旬までに市（区）町村から送付されま
す。有効期限は令和5年7月31日までとなっています。
　新しい被保険者証（黄色）は、届いたときからご使用いただけます。
　また、現在お持ちの被保険者証（水色）の有効期限は、令和4年9
月30日までとなっており、それ以後はご使用になれませんので、新し
い被保険者証（黄色）が届きましたら、破棄いただくか、市（区）町村
担当窓口へお返しください。

令和4年9月30日まで
（水色）

旧

令和4年10月1日から
（黄色）

新
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　3割負担と判定された場合でも、次の要件に該当する方は、市（区）町村担当窓口に申請（後期高齢者医療基準収入
額適用申請）することで、申請された月の翌月から、2割負担または1割負担に変更となります。申請が認められると、2割
負担または1割負担の被保険者証が後日交付されます。（申請不要の場合があります。申請の要否については、市（区）
町村担当窓口にお問い合わせください。）

※2割負担と判定された方には、施行後3年間は外来の月々の負担増加額が3,000円までとなる配慮措置があります。

※住民税課税所得（各種所得控除後の所得額）が145万円以上の場合でも、同一世帯の被保険者（注3）の賦課のもととなる所得金額
（注4）の合計額が210万円以下の場合は3割負担ではない判定となります。

（注1）「年金収入」には遺族年金や障害年金は含みません。
（注2）「その他の合計所得金額」とは事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額のことです。
（注3）昭和20年1月2日以降生まれの被保険者およびこの方と同じ世帯に属する被保険者が対象になります。
（注4）賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額および山林所得金額ならびに他の所得と区分して計算される所得の金額の合
計額から基礎控除額を控除した額です。（雑損失の繰越控除額は控除しません。）また、基礎控除額は地方税法第314条の2第2項に定
める金額になります。（例:前年の合計所得金額が2,400万円以下の場合、43万円）

■制度全般に関すること
大阪府後期高齢者医療広域連合 事務局
○専用コールセンター（窓口負担割合見直しについて※令和4年10月31日まで）	☎06-7501-0437
○資格管理課（被保険者証、保険料等について）	☎06-4790-2028
○給付課（高額療養費、健康診査、医療費通知等について）	☎06-4790-2031
○総務企画課（予算、広報、議会等について）	☎06-4790-2029

■保険料の納付、その他各種届出に関すること
後期高齢者医療担当窓口 ○岬町	保険年金課	☎492-2705

■制度改正の見直しの背景等に関すること
厚生労働省コールセンター	☎0120-002-719

後期高齢者医療に関する問合せ

（注）収入額とは、所得税法上に規定する各種所得の金額（退職所得の金額を除く）の計算上収入金額とすべき収入金額の
合計額です。なお、収入金額（収入）は、公的年金控除や必要経費などを差し引く前の金額で、所得金額ではありません。また、
必要経費や特別控除により所得が「0」または「マイナス」になる場合でも、確定申告したものはすべて収入金額を合算し、収入
額を算出します。
（例：営業収入、申告による分離課税の上場株式等の売却金額、生命保険の満期額など）

被保険者本人の令和3年中の収入額（注）が383万
円未満のとき

同一世帯に被保険者がお一人の場合

被保険者全員の令和3年中の収入額（注）の合計
額が520万円未満のとき

同一世帯に被保険者が複数いる場合

被保険者本人の令和3年中の収入額（注）が383万
円以上で、被保険者本人および70歳以上75歳未
満の方の令和3年中の収入額（注）の合計額が520
万円未満のとき

同一世帯に被保険者がお一人で、かつ、
同一世帯に70歳以上75歳未満の方がいる場合

【変更申請が可能な要件】
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本プランの取り組みについての評価

今後の町財政に及ぼす
諸課題について

　計画期間中、概ね財政調整基金に依存しない財政運
営がなされた。経常収支比率や実質公債費比率などの
指標は改善傾向が見られるものの、類似団体と比較する
と依然高い水準であるため、引き続き改善に向けた努力
が必要と考える。

新たな財政健全化計画の
策定の必要性について

　第3次集中改革プランの改革効果については、多額
のふるさと納税に起因するところが大きく、財源として過
度に期待すべきものではない。
　今後の財政状況については、歳入では、新型コロナウ
イルスや人口減少による町民税への影響が考えられ、歳
出では、高齢化による社会保障関係経費や公共施設の
老朽化に伴う維持管理費等の増加が見込まれることか
ら、今後、厳しい財政状況となることが予想される。
　ついては、社会経済の変化に適切に対応するとともに
町財政への影響を考慮しつつ、健全な財政運営を図ら
れたい。
　加えて、第5次岬町総合計画における実施計画の財
政的裏付けとして持続可能で安定した財政基盤や組織
の構築を目指さなければならない。
　以上のことから、今後も引き続き改革の手を緩めること
なく、今までにない新たな視点からの「第4次岬町行財政
集中改革プラン」の策定を行う必要性があると考える。
▶問合せ／財政改革課	☎492-2780

　○ふるさと納税については、あくまで臨時的で不安定
な収入であることから、ふるさと納税に頼らない財政運
営が必要である。しかし一方で、ふるさと納税も町の財
源の一つであるため、国の制度改正によるふるさと納税
寄附額の減少傾向を改善するため、地場産品の充実が
求められる。

　○新たなみさき公園については、引き続き集客機能の
賑わいの拠点となるように、都市部に近く自然に恵まれ
た特性を活かして、多角的に検討し進める必要がある。

　○人口減少・高齢化について、人口減少に加え、今
後、団塊の世代が後期高齢者となる時期を迎え高齢化
が一段と進み、社会保障経費の増加が見込まれることか
ら、この状況に対応可能な財政運営を行う必要がある。 岬町行財政改革懇談会の足立基浩会長から答申を受けました

岬町行財政集中改革プランの
進行管理等に関する答申について

　岬町行財政改革懇談会において、審議がなされた第
3次岬町行財政集中改革プランの進行管理等に係る答
申がまとまり、令和4年6月13日に足立基浩会長より町長
に答申されました。
　答申の概要は次のとおりです。
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　岬町のみなさま、こんにちは。まだまだ暑い日が続
いていますが、体調管理は大丈夫でしょうか？熱中
症等の対策にこまめな水分補給をお願いします。
　みなさまから見て、おなじみになりましたでしょう
か？地域おこし協力隊の根田です。
　私が作成していますYouTube番組「みさきおこ
しチャンネル」では、最近の取り組みとして、岬町で
の「釣り人口誘致における取り組み」の取材をあげ
ました。釣りをほとんどしたことがない女性たちが

▶問合せ／まちづくり交流館（多奈川谷川3400-6	
多奈川駅徒歩1分）	☎492-2775（企画）

岬町で釣りを楽しみ、魚をさばき、食事をするという
岬町満喫コース。私も楽しんで取材ができました。
ぜひご覧ください。今後も楽しい企画を考えていま
すので、チェックしておいてください。
　また、岬町まちづくり交流館「ミサキノヒトフク」で
も引き続き、交流館を使った企画の募集をしていま
すので、atukonda69@gmail.comまでメールをく
ださい。一緒に岬町の未来を描きましょう！これから
もよろしくお願いします。

町外から本町に移住してきた地域おこし協力隊は、まちの地域資源や空き家を活用した事業や移住
者支援、農漁業の活性化、それら事業に関わる広報など地域活性化に向けた事業に取り組んでいま
す。現在、多奈川駅前の元旅館を改装したまちづくり交流館で活動しています。まちづくり交流館では
貸館事業をおこなっています。ぜひお越しください。

まちづくり
交流館HP

みさきおこし
チャンネル

地域おこし協力隊
根田

地域おこし協力隊って？

 地域おこし協力隊通信 vol.22

岬だより掲載記事の訂正について
　岬だより8月号P13掲載〈人の動き〉の前月比人口欄の数値に誤りがありました。

（正）−92　（誤）＋92
　訂正してお詫び申しあげます。
▶問合せ／企画地方創生課	☎492-2775

Instagram

＠osaka_misaki_official

　岬町公式インスタグラムで掲載した町内
のおすすめスポットや美しい景色などの写
真の中から、ピックアップして紹介します。
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息
し

て
い
る
い
き
も
の
を
観
察
し
、生

物
の
多
様
性
や
自
然
の
恵
み
を
学

び
ま
す
。

▼
日
時
／
９
月
17
日（
土
）11
時

～
12
時
30
分

▼
申
込
み
／
２
次
元
コ
ー
ド
を
読

み
取
り
、フ
ォ
ー
ム
か
ら
お
申
し

込
み
く
だ
さ
い
。

※
現
地
で
の
当
日
申
し
込
み
も

可
能
で
す
。

▼
場
所
／
多
奈
川
地
区
多
目
的

公
園
内
ビ
オ
ト
ー
プ

▼
持
ち
物
／
飲
み
物（
自
販
機
や

売
店
は
あ
り
ま
せ
ん
。）

▼
協
力
／
日
本
ビ
オ
ト
ー
プ
管

理
士
会
近
畿
支
部
、南
海
電
気

鉄
道
㈱

9月の
イベント・
催し情報

9月30日までの日程は
カレンダー（18ページ）に

掲載しています。

多
奈
川
ビ
オ
ト
ー
プ
で

自
然
観
察
会

9月の散策会 長命寺と琵琶湖水郷めぐり
▶日時／9月24日（土）
▶集合場所／7時（深日港駅前）、7時5分（岬公
園）、７時15分（淡輪セブンイレブン）※小雨決行
▶コース／長命寺駐車場〜第一山門〜林道駐車
場休憩所〜長命寺境内山門（拝観昼食）〜林道〜
駐車場〜バスで手こぎ舟乗り場へ（90分の水郷めぐ
り）	※歩行時間約60分、約2㎞の一般コース
▶費用／6,000円（バス・舟代とも）
▶服装・持ち物／長袖長ズボン・弁当・飲み物・マ
スク・ストック・雨具

ご寄附ありがとうございました
　多奈川地区多目的公園で太陽光発電事業を
行っている合同会社ユーラスエナジー岬から「地域
貢献事業に活用いただきたい」と今年も金120万
円の寄附をいただきました。
　ユーラスエナジーグループでは、企業ビジョンとし
て「地域とともに発展し、社会から信用される企業」

を掲げられており、発電所の立地地域への貢献とし
て平成27年度から毎年寄附をいただいています。
　いただきました寄附金につきましては、合同会社
ユーラスエナジー岬の地域貢献の趣旨に添う事業
に活用させていただきます。
▶問合せ／企画地方創生課	☎492-2775

▶申込み・問合せ／自然散策会・ふる里歴史研究
会	中村☎492-2507、高木☎492-3307
※次回は10月22日（土）新ルートで四国山へ
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幼児教室のお知らせ

▶日時／9月21日（水）10時30分〜11時30分
▶場所／子育て支援センター
▶対象／１歳児〜就学前児
※新型コロナウイルス感染症の拡大予防のために、先着
7組までといたします。
▶内容／運動遊び
▶持ち物／着替え・お茶・タオル
※警報発令時は中止です。	※新型コロナウイルス感染症
の感染状況等により、中止する場合があります。
▶問合せ／淡輪保育所	☎494-3567(FAX共）

　親子で気軽に遊びに来てください。子どもたちは、「見て・触
れて・感じて!」いろんな事を学びます。保護者のみなさんと一緒
に悩み・考え・学びながら子育てを楽しみましょう。そして大切な
子どもたちを地域で温かく見守り育てていきましょう。

地域の子育て
応援します!

親子の交流・仲間づくりの場
出張ほのぼのクラブ

毎月８日は『子ども安全デー』です！

　親子の交流、仲間づくりの場としてご利用ください。
▶日時／○9月14日（水）10時30分〜11時30分
保育士によるふれあい遊びがあります。
○9月28日（水）10時30分〜11時30分
わらべ唄遊び、絵本等の紹介と栄養士による栄養相談。
▶場所／望海坂第1集会所
▶参加費／1家族につき年間300円（令和5年3月末まで）
▶問合せ／保健センター	☎492-2424

園庭開放のお知らせ

　未就園児同士が仲よくなっていくきっかけ作り、また保
護者同士の交流の場として、淡輪幼稚園の園庭を開放し
ます。淡輪幼稚園の園庭に親子で遊びに来てくださいね。
▶日時／9月15日（木）10時〜11時	※雨天中止
※事前に電話で予約をお願いします。※新型コロナウイ
ルス感染症の感染状況や熱中症警戒アラート発生時
は、園庭開放は中止となります。
▶場所／淡輪幼稚園	園庭
▶内容／園庭遊び、子育て相談
▶持ち物／着替え・帽子・お茶・タオルなど
▶駐車場／淡輪幼稚園にお問い合わせください。
※今後の園庭開放日程等は、HPに記載していますのでご
覧ください。
▶問合せ／淡輪幼稚園	☎494-3001

〇学校安全ボランティア募集中！！
　朝の出勤前や家事の合間。みなさまの時間を少し、町
内の子どもたちに使っていただけませんか？
　「おはよう」「気をつけていってらっしゃい」「おかえり」
「まっすぐ帰りよー」そんな何気ないあいさつができる近
所のみなさまがいることこそ、子どもたちにとっての安全
なまちづくりにつながります。
　詳しくは、問い合わせ先までご連絡ください。
▶問合せ／生涯学習課	☎492-2715（土・日曜日も開
館しています。月曜日休館）

▶販売期間／9月21日〜10月21日
　宝くじは、府内で購入しましょう。
　ハロウィンジャンボミニも同時販売！「宝くじ公式
サイト」でインターネットから宝くじが買える！

▶問合せ／（公財）大阪府市町村
振興協会	☎06-6941-7441

ハロウィンジャンボ宝くじ

9 令和4年（2022年）9月号



○らくがきクラブ
▶日時／9月11日（日）14時〜15時
▶内容／絵具を使って大きな紙に自由に絵を描き
ます。（汚れてもよい服装でお越しください。）
▶対象／年齢制限なし
○定例おたのしみ会
▶日時／9月24日（土）14時〜15時
▶内容／手作り工作・紙芝居ほか

アップル館からお知らせ

※休館日は、岬だよりカレンダーか、ホームページ「岬町立アップル館」で
検索ください。
▶問合せ／アップル館	☎492-6050（FAX共）

○“わらべうた”で遊ぼう
▶日時／9月25日（日）
14時〜14時20分：遊ばせあそび
（対象：乳児0才〜2才）
14時30分〜14時50分：みんなであそぼう。
（対象：2才〜大人）

〈開催場所・予約・問合せ〉
保健センター ☎492-2424・2425健 康 スケジュール

※「保健師健康相談」は「各種相談」のページ（19P）に掲載しています。※毎月10日までの健康スケジュールは前月号に掲載しています。詳しくは
「R4年度健康づくり日程表」でお知らせしていますので、1年間大切に保管して健康づくりにお役立てください。

事業名 対象・定員等 日時・受付 場所・その他

BCG予防接種 生後12か月に至るまでに1回接種（標
準接種期間：生後5か月〜8か月）

9月16日（金）
13時30分〜14時 ▶場所／保健センター

関西国際空港からのお知らせ
関西国際空港がスカイトラックスの
国際空港評価2部門で世界1位に！
　関西国際空港が、スカイトラックス社※が発表
する空港ランキング「World	 Airport	 Awards	
2 0 2 2」において、手荷物取り扱い部門の
「Wor l d ' s 	 B e s t 	 A i r p o r t 	 f o r 	 B a gg age	
Del ivery2022」とLCCに特化した旅客ター
ミナル部門の「Wor l d ' s 	 Be s t 	 Low-Cos t	
Terminal2022」の2部門で第1位を受賞しまし
た。関西国際空港では1994年の開港以来、空
港が原因となって手荷物が紛失する「ロストバ
ゲッジ」が1度も起こっていません。また2012年
にLCC専用ターミナルとしてオープンした第2
ターミナルでは、国内空港で初となるウォークス
ルー型免税店舗や手荷物検査を効率化するス

マートレーンを導入するなど、快適な空間づくりに
取り組んでいます。
　関西エアポートグループは、引き続き、空港を
利用されるお客さまが快適で楽しい時間を過ご
せるような環境づくりを進めてまいります。
※イギリスの航空サービスリサーチ会社

▶問合せ／関西国際空港案内	☎455-2500

©kansai	Airports	SORAYAN
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ます。また、AEDの管理自体を委託する方法もある
ので、お持ちのAEDの製造・販売会社に問い合わ
せてください。
■設置情報の登録
　AEDは、製造・販売会社が設置場所を登録・管
理していますので、廃棄や譲渡時は、必ず連絡して
ください。
▶問合せ／泉州南広域消防本部	警防部警備課
救急室	☎462-1080(直通)、☎469-0119(代表)、
460-2119

9月9日は「救急の日」です
AED（自動体外式除細動器）設置事業所様へ

　いざという時にきちんとAEDを使えるように日常点検をお願いします。

■日常の点検
　AED本体の作動状
況を表示するインジ
ケータのランプの色や
表示により、正常に動く
状態かを確認し、記録
してください。
■消耗品の管理
　電極パッドやバッテリーは使用期間が決まって
いるので、交換時期等を記載した表示ラベルを取
り付け、期限が切れないよう適切に交換してくだ
さい。
■サポートサービスの活用
　日常の点検が難しい場合、製造・販売会社が提
供しているサポートサービスを活用する方法もあり

●火災・救急・救助は局番なしの☎119番
●携帯電話からも局番なしの☎119番
●医療機関照会・救急医療相談は「救急安心センターおおさか」
　携帯電話・プッシュ回線からは「☎#7119」
　IP電話・ダイヤル回線からは「☎06-6582-7119」

▶問合せ／泉州南広域消防本部	警防部	予防課	
☎469-0886（直通）、
☎469-0119（代表）、
460-2119

点検していますか？ 住宅用火災警報器
　火災の発生をいち早く知ることで素早い避難につながる、住宅用火災警報器。電化製品のため電池切れ
や故障などで作動しない場合がありますので、定期的な作動確認をお願いします。

■作動確認方法
○本体の点検ボタンを押す。
○点検ひもを引く。
　確認の結果、鳴動すれば問題なし。
　作動しない場合は、本体の交換をご検討くだ
さい。（住宅用火災警報器の交換目安は、10年
です。）
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催
し
ま
す
。

▼
日
時
／
毎
月
第
１
月
曜
日（
８

月
・
１
月
除
く
）13
時
～
16
時	

※

予
約
不
要
・
無
料

▼
場
所
／
ウ
エ
ル
シ
ア
岬
淡
輪
店	

岬
町
淡
輪
２
８
１
２

−

６

▼
内
容
／
里
親
相
談
会
。里
親
ク

イ
ズ
で
景
品
が
当
た
り
ま
す
。

▼
問
合
せ
／
泉
大
津
市
助
松
町

３

−

８

−

７	

社
会
福
祉
法
人	

和
泉
乳
児
院	

和
泉
幼
児
院
☎

０
７
２
５

−

33

−

２
２
２
８
、

izum
i@
nyuyouji.or.jp

（
川
上
・

溝
川
）

■
固
定
資
産
税

○
第
３
期
分

▼
納
期
限
／
９
月
30
日(

金)

　

納
期
限
ま
で
に
、お
近
く
の
金

融
機
関
・
郵
便
局
・コ
ン
ビ
ニ
エ
ン

ス
ス
ト
ア・ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
ア
プ
リ

（PayPay

・LIN
E	Pay

・PayB

・

支
払
秘
書
）に
て
納
付
願
い
ま
す
。

　

銀
行
口
座
振
替
ま
た
は
、郵
便

局
自
動
払
込
を
ご
利
用
の
方
は
、

預
貯
金
残
高
を
お
確
か
め
く
だ
さ

い
。振
替
日
ま
た
は
払
込
日
は
、

９
月
30
日（
金
）で
す
。

▼
問
合
せ
／
税
務
課	

納
税
係	

☎

４
９
２

−

２
７
６
５

　

次
に
掲
げ
る
方
は
、申
請
に
よ

り
国
民
年
金
保
険
料
が
免
除
さ

れ
ま
す
。

ド
の
申
請
期
限
は
、令
和
４
年
９

月
末
ま
で
と
な
り
ま
す
の
で
、早

め
の
申
請
が
お
す
す
め
で
す
。（
な

お
、マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
の
申
込
期
限

は
令
和
５
年
２
月
末
ま
で
で
す
。）

▼
問
合
せ
／
住
民
課	

☎
４
９
２

−

６
１
３
６

～
里
親
を
知
っ
て
く
だ
さ
い
～

　

さ
ま
ざ
ま
な
事
情
が
あ
っ
て

家
庭
で
暮
ら
す
こ
と
が
で
き
な
い

子
ど
も
を
社
会
で
育
て
る
こ
と
を

「
社
会
的
養
護
」と
い
い
、大
阪
府

に
は
、社
会
的
養
護
の
必
要
な
子

ど
も
が
約
３
０
０
０
人
い
ま
す
。

そ
う
い
っ
た
子
ど
も
た
ち
を
一
定

期
間
自
宅
に
迎
え
入
れ
て
育
て
て

く
だ
さ
る
方
を「
里
親
」と
い
い
、

大
阪
府
で
は「
は
ぐ
く
み
ホ
ー
ム
」

と
呼
ん
で
い
ま
す
。大
阪
府
で
は
、

１
小
学
校
校
区
に
１
里
親
家
庭

を
目
標
に
し
て
い
ま
す
。現
在
、岬

町
で
は
、は
ぐ
く
み
ホ
ー
ム
は
１
家

庭
で
あ
り
、里
親
家
庭
が
不
足
し

て
い
る
た
め
、里
親
相
談
会
を
開

窓口でマイナ
ンバーカード
の交付申請

　

届
い
た
申
請
書
に
必
要
事
項

を
ご
記
入
い
た
だ
き
、同
封
の
返

信
用
封
筒
に
て
返
送
し
て
く
だ
さ

い
。申
請
書
を
提
出
い
た
だ
く
こ

と
で
口
座
が
登
録
さ
れ
、高
額
療

養
費
の
支
給
対
象
と
な
っ
た
場
合

に
、ご
登
録
い
た
だ
い
た
口
座
へ
自

動
的
に
払
い
戻
さ
れ
ま
す
。

▼
問
合
せ
／

○
書
類
の
送
付
に
つ
い
て

大
阪
府
後
期
高
齢
者
医
療
広
域

連
合	

給
付
課	

☎
06

−

４
７
９

０
−

２
０
３
１	

※
受
付
時
間
：

月
～
金
曜
日（
祝
日
を
除
く
）	

９

時
～
17
時
30
分
も
し
く
は
、役
場	

保
険
年
金
課	

☎
４
９
２

−

２
７

０
５

○
制
度
に
つ
い
て

厚
生
労
働
省
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー	

☎

０
１
２
０

−

０
０
２

−

７
１
９	

※
対
応
時
間
：
月
～
土
曜
日（
日

曜
日
・
祝
日
を
除
く
）９
時
～
18
時

　

マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
を
受
け
取
る

た
め
に
必
要
な
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

　
税

９
月
の
納
税

①
生
活
保
護
の
生
活
扶
助
を
受

け
て
い
る
方

②
障
害
基
礎
年
金
な
ら
び
に
被

用
者
年
金
の
障
害
年
金（
2
級
以

上
）を
受
け
て
い
る
方

③
国
立
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
な
ど

で
療
養
し
て
い
る
方

※
免
除
期
間
の
老
齢
基
礎
年
金

の
額
は
、2
分
の
１
で
計
算
さ
れ

ま
す
。（
平
成
21
年
３
月
ま
で
は
３

分
の
１
）

▼
申
請
方
法
／
役
場
保
険
年
金

課
ま
た
は
年
金
事
務
所
に
申
請

し
て
く
だ
さ
い
。郵
送
で
の
申
請

も
可
能
で
す
。

▼
問
合
せ
／
貝
塚
年
金
事
務
所	

☎
４
３
１

−

１
１
２
２
、役
場
保

険
年
金
課	

☎
４
９
２

−

２
７
０
５

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
窓

口
負
担
割
合
が
２
割
と
な
る
方

で
、高
額
療
養
費
の
口
座
が
登
録

さ
れ
て
い
な
い
方
を
対
象
に
、令

和
４
年
９
月
下
旬
に
大
阪
府
後

期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
か
ら

事
前
に
口
座
を
登
録
す
る
た
め
の

申
請
書
が
郵
送
さ
れ
ま
す
。

年　
金

国
民
年
金
保
険
料
の

法
定
免
除
制
度

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の

交
付
申
請
は
お
早
め
に

里
親
相
談
会 

里
親
ク
イ
ズ
会 

開
催

お らし せ

福　
祉

後
期
高
齢
者

医
療
制
度
の
窓
口
負
担
が

２
割
に
な
る
方
へ

～
事
前
申
請
の
お
願
い
～
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3.戦没者等の①父母	②孫	③祖父母	③兄弟姉妹	
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有しているこ
と等の要件を満たしているかどうかにより順位が
入れ替わります。
4.１〜3以外の戦没者等の三親等内の親族（甥、
姪等）※戦没者等の死亡当時まで引き続き１年以
上の生計関係を有していた方に限ります。
▶支給内容／額面25万円、5年償還の記名国債
▶請求期間／令和2年4月1日〜令和5年3月31日
※請求期間を過ぎると第十一回特別弔慰金を受
けることができなくなりますので、ご注意ください。
▶請求窓口／地域福祉課地域福祉係
▶問合せ／地域福祉課地域福祉係	☎492-2770

▶第十一回特別弔慰金の概要／特別弔慰金は、
今日のわが国の平和と繁栄の礎となった戦没者等
の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰
の意を表すため、戦没者等の遺族に対する特別弔
慰金支給法に基づき支給されるものです。第十一
回特別弔慰金は、令和2年4月1日を新たな基準日
とし、先順位のご遺族お一人に支給されます。
▶支給対象者／令和2年4月1日（基準日）において、
「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者
遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方（戦没
者等の妻や父母等）がいない場合に、次の順番によ
る先順位のご遺族お一人に支給されます。
○戦没者等の死亡当時のご遺族で
1.令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等
援護法による弔慰金の受給権を取得した方	
2.戦没者等の子

戦没者等のご遺族のみなさまへ
第十一回特別弔慰金が支給されます

■お願い
　１１９番は、命をつなぐ大切な
回線です。火災・救急・救助・災
害要請以外のお問い合わせはご遠慮ください。
○災害案内	☎463-0009（自動音声）
○病院照会	☎469-0119
■他機関の問合せ先
○病院に行くべきか？救急車を呼ぶべきか？
☎♯7119（救急安心センター）または☎06-6582-
7119
○停電時の問合せ ☎0800-777-3081（関西電力
送配電コールセンター）
○ガス停止等の問合せ☎0120-544-209（大阪ガ
ス導管ダイヤル）

～消防指令センターからのお知らせ～
大規模災害時に一人でも多くの命を救うために

　消防指令センターでは、非常時コールトリアージの運用を開始しています。

警防部指揮司令課

■非常時コールトリアージとは・・・
　通常の消防力で対応できない災害が発生した
場合に限り、オペレーターが、災害や傷病者の緊急
度を通報段階で判定し、出動の可否・優先順位を
決定するものです。平常時はおこないません。

●非常時コールトリアージの実施要件
①広域災害が発生し、多数の119番通報を
受信する場合
②大阪府下または他府県の消防応援隊が
到着するまでに相当な時間を要すると判断
した場合
③庁舎および消防車両並びに勤務員が多数
被災し、消防活動等を正常に行えない場合
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お らし せ

　

仕
事
と
家
庭
の
両
立
を
目
指

す
方
の
お
仕
事
さ
が
し
を
応
援

す
る
た
め
、専
門
ス
タ
ッ
フ
が
担

当
者
制
に
よ
る
個
別
支
援（
応
募

書
類
作
成
や
面
接
対
策
、求
人
の

案
内
等
）で
就
職
に
向
け
て
全
面

サ
ポ
ー
ト
！
お
子
様
連
れ
で
も
安

心
し
て
お
越
し
い
た
だ
け
る
よ
う

キ
ッ
ズ
ス
ペ
ー
ス
や
授
乳
室
も
完

備
！
ご
利
用
の
際
は
事
前
の
予

約
も
可
能
で
す
。

▼
問
合
せ
／
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
泉

佐
野
（
職
業
相
談
部
門
：
マ

ザ
ー
ズ
コ
ー
ナ
ー
）	

☎
４
６
３

−

０
５
６
５
、ホ
ー
ム
ペ
ー
ジU

RL

：

https://jsite.m
hlw
.go.jp/

osaka-hellow
ork/list/sano/

kyushokusha/m
others.htm

l

そ
の
他

■募集人数
①フルマラソン／5,000人	※定員を超えた場合
は抽選
②チャレンジラン／1,000人	※先着順
■参加資格
①フルマラソン／大会当日18歳以上の健康な人
で、制限時間内に完走可能な人。高校生不可。
②チャレンジラン／大会当日18歳以上の健康な
人で、制限時間内に完走可能な人。高校生可。
■参加費
①フルマラソン／16,000円
②チャレンジラン／8,000円
■申込方法・期間
インターネット申し込みのみ
※令和4年9月5日(月)〜9月30日(金)

■日時
令和5年2月12日（日）10時30分スタート（フルマ
ラソン・チャレンジランともに）
■競技種目
①フルマラソン（42.195km）
②チャレンジラン（20.4km）
■コース
①フルマラソン／浜寺公園（堺市）スタート、りんく
う公園（泉佐野市）をフィニッシュとするコース（日
本陸連公認コース）
②チャレンジラン／浜寺公園（堺市）スタート、岸
和田城（岸和田市）をフィニッシュとするコース（非
公認コース）
■制限時間
①フルマラソン／5時間
②チャレンジラン／2時間30分

■問合せ
大会に関することは、KIX泉州ツーリズムビューロー（マラソン事務局）	☎479-3620
※詳しくは、KIX泉州国際マラソンホームページをご覧ください。

9市4町広報紙
第30回KIX泉州国際マラソン参加ランナー募集

募　
集

　

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン

タ
ー
は
、依
頼
会
員（
一
時
預
か

り
、保
育
所
送
迎
な
ど
子
育
て
援

助
を
依
頼
し
た
い
人
）と
協
力
会

員（
子
育
て
の
援
助
を
提
供
で
き

る
人
）が
相
互
協
力
に
よ
っ
て
支

え
合
う
シ
ス
テ
ム
で
す
。岬
町
で

は
協
力
会
員
を
養
成
す
る
講
座

参
加
者
を
募
集
し
ま
す
。

　

ま
た
、フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・

セ
ン
タ
ー
で
は
随
時
、依
頼
会
員

を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。あ
な
た

も
フ
ァ
ミ
サ
ポ
を
利
用
し
ま
せ
ん

か
！！

▼
募
集
人
数
／
10
名

▼
募
集
期
間
／
９
月
５
日（
月
）

～
９
月
22
日（
木
）	

※
養
成
講
座

開
催
は
、10
月
５
日
～
26
日
の
８

日
間
）

▼
問
合
せ
／
岬
町
フ
ァ
ミ
リ
ー
・

サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー（
子
育
て

支
援
セ
ン
タ
ー
内
）	

☎
４
９
２

−
１
４
１
５

岬
町
フ
ァ
ミ
リ
ー・

サ
ポ
ー
ト・セ
ン
タ
ー
の

協
力
会
員
養
成
講
座
の

参
加
者
を
募
集
し
ま
す

ハロ
ー
ワ
ー
ク
は

子
育
て
中
の
み
な
さ
ま
の

お
仕
事
さ
が
し
を

応
援
し
ま
す
！
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町営住宅入居者募集（第2回）
　岬町営住宅の入居者を募集します。

■募集住宅
緑ヶ丘住宅…1戸(公営住宅・耐火構造8階建て)
多奈川小田平住宅…2戸(改良住宅・耐火構造2
階建て)
多奈川平野北住宅…1戸(改良住宅・耐火構造2
階建て)
※犬、猫など動物の飼育はできません。
■募集区分および戸数
○一般世帯向け…2戸
緑ヶ丘住宅1-306(1DK）、多奈川小田平住宅
901(3LDK）
○新婚・子育て世帯向け…2戸
多奈川小田平住宅2902(3LDK）、多奈川平野北
住宅901号(3LDK）
■応募者資格
　入居人数基準および収入基準などの申込資格
を満たしている方。
■応募期間
　9月1日(木)〜14日(水)	※応募期間後に空き住
戸がある場合は、10月31日(月)まで引き続き随時

募集をおこないます。
■申込用紙の配付場所
　次の窓口で応募期間中配付します。
○岬町役場建築課	住宅管理係
☎492-2736（9時〜17時30分）
○淡輪公民館、ピアッツア5、道の駅みさき、道の
駅とっとパーク小島、大阪府住宅相談室（府庁別
館1階）
■申込書の提出先・問合せ先
建築課	住宅管理係	
☎492-2736（9時〜17時30分）
※詳細は募集案内またはホーム
ページをご覧ください。

■
９
月
21
日（
水
）～
９
月
30
日

（
金
）ま
で
の
間
、「
秋
の
全
国
交

通
安
全
運
動
」が
実
施
さ
れ
ま
す
。

　

泉
南
警
察
署
の
管
内
で
は
、高

齢
者
が
関
係
す
る
交
通
事
故
の

割
合
が
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。

○
歩
行
者
の
方
へ

　

夕
暮
れ
時
や
夜
間
に
外
出
す

る
と
き
は
、明
る
い
服
装
や
反
射

材
を
つ
け
ま
し
ょ
う
。

○
運
転
者
の
方
へ

　

夕
暮
れ
時
に
は
、早
め
に
ラ
イ

ト
を
つ
け
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

　

子
供
や
高
齢
者
に
優
し
い
運
転

を
心
掛
け
ま
し
ょ
う
。

▼
問
合
せ
／
泉
南
警
察
署
交
通

課	

☎
４
７
１

−

１
２
３
４

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡

大
防
止
対
策
か
ら
状
況
に
よ
り

中
止
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。詳

細
は
警
察
署
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ
／
泉
南
警
察
署
交
通

課	
☎
４
７
１

−

１
２
３
４

泉
南
警
察
署
か
ら
の

お
知
ら
せ

安
全
運
転
講
習
会
に

つい
て

図書室だより 本の紹介

　淡輪公民館では、大阪府立中央図書館の本
も借りることができます。

▶淡輪公民館・図書室 ☎494-0300

わが名はオズヌ 著者:今野	敏

三千円の使いかた	 著者:原田	ひ香　

百万回死んだねこ	 著者:福井県立図書館

本のリクエストを受け付けています。
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お らし せ

「
国
の
教
育
ロ
ー
ン
」

（
日
本
政
策
金
融
公
庫
）

の
ご
案
内

　

高
校
、大
学
等
へ
の
入
学
時
・

在
学
中
に
か
か
る
費
用
を
対
象

と
し
た
公
的
な
融
資
制
度
で
す
。

お
子
さ
ま
１
人
に
つ
き
３
５
０
万

円
以
内
を
、固
定
金
利
年
１
・

８
０
％（
令
和
４
年
６
月
20
日
現

在
）で
利
用
で
き
、在
学
期
間
内

は
利
息
の
み
の
ご
返
済
と
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、「
国
の
教
育
ロ
ー

ン
」で
検
索
し
て
い
た
だ
く
か
、左

記
の
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
へ
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ
／
教
育
ロ
ー
ン
コ
ー
ル

セ
ン
タ
ー	

☎
０
５
７
０

−

０
０

８
６
５
６（
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
）ま
た

は
☎
03

−

５
３
２
１

−

８
６
５
６

■大阪府が実施する電話相談
　〜こころの健康に不安を感じたら〜
○こころの健康相談統一ダイヤル
　☎0570-064-556
　	９月１日９時30分〜９月30日17時までは24時間
体制で相談を受け付けます。

○こころの電話相談
　	☎06-6607-8814
　	月・火・木・金曜日（祝日・年末年始除く）9時30
分〜17時

○若者専用電話相談（わかぼちダイヤル）
　	☎06-6607-8814
　	水曜日（祝日・年末年始除く）9時30分〜17時
○大阪府保健所の精神保健福祉相談
　	平日：9時〜17時45分
　	※【悩みの相談窓口一覧】をご参照のうえ、泉佐
野保健所（☎462-4600）にご相談ください。

○大阪府妊産婦こころの相談センター
　☎0725-57-5225
　	平日：10時〜16時
○自死遺族相談（予約制）
　大阪府こころの健康総合センター（予約・問合せ）
　☎06-6691-2818
　平日：9時〜17時45分
　	大切な人を自死で亡くされた方のために、大阪府
こころの健康総合センターの相談員が、相談に応
じます。

　令和3年中の自殺者数の状況は、全国で21,007人、大阪府では1,376人で、全国、大阪府とも前年より
減少したものの、新型コロナウイルス流行前の令和元年より多く、高止まりとなっています。一人で抱え込ま
ず、専門の相談機関にご相談ください。また、身近な方の悩みに気づいたら、話を聴いて寄り添い、見守りな
がら、必要に応じて相談窓口を紹介してください。

○新型コロナこころのフリーダイヤル
　	 0120-017-556
　	土・日曜日・祝日・年末年始を含む毎日：9時30
分〜17時（一部の回線等からはご利用いただけ
ない場合があります。）

■各団体が実施する電話相談
○関西いのちの電話
　☎06-6309-1121（24時間、365日）
○大阪自殺防止センター
　☎06-6260-4343（金曜日13時〜日曜日22時
　※57時間）
○こころの救急箱
　	☎06-6942-9090（月曜日19時〜火曜日3時※
8時間、木・土曜日19時〜22時）

○「自殺予防いのちの電話」 
　 0120-783-556	（毎日16時〜21時、毎月10
日：8時〜翌日8時	※24時間）
■SNS相談
○大阪府こころのほっとライン〜新型コロナ専用〜
　	　新型コロナウイルス感染症に関する不安やストレ
スなど、こころの健康に関する相談に
LINEでお応えします。（毎週水・土・日
曜日：17時30分〜22時30分※受付
22時まで）

■悩みの相談窓口一覧
○ 大阪府こころの健康総合センター 

Webページ

9月10日～16日は「自殺予防週間」です

LINEアプリから「友達登録」をしてください▲
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過
去
に
石
綿（
ア
ス
ベ
ス
ト
）に

ば
く
露
し
た
可
能
性
の
あ
る
方
の

た
め
の
検
診
で
す
。こ
の
事
業
は
、

岬
町
が
環
境
省
か
ら
の
委
託
を

受
け
、実
施
す
る
も
の
で
す
。

▼
対
象
に
な
る
方
／
過
去
に
石
綿

（
ア
ス
ベ
ス
ト
）に
ば
く
露
し
た
可

能
性
の
あ
る
方
で
①
～
④
す
べ
て

に
当
て
は
ま
る
方

①
現
在
40
歳
以
上
で
岬
町
に
住

民
票
の
あ
る
方

②
今
年
度
結
核
・
肺
が
ん
検
診
を

受
診
し
て
い
な
い
方

③
石
綿
に
係
る
仕
事
を
し
て
い
た

方
ま
た
は
そ
の
ご
家
族
。石
綿
が

使
用
さ
れ
て
い
た
施
設
へ
の
出
入

り
が
あ
っ
た
、ま
た
は
石
綿
を
扱
う

工
場
の
近
く
に
居
住
し
て
い
た
方

④
本
調
査
の
内
容
を
理
解
し
、調

査
の
協
力
に
同
意
す
る
方

※
石
綿
健
康
手
帳
を
持
っ
て
い

る
方
、職
場
な
ど
で
石
綿
に
関
す

る
特
殊
健
康
診
断
を
受
診
で
き

る
方
、呼
吸
器
疾
患
で
医
療
機

関
を
受
診
し
て
い
る
方
は
対
象

外
で
す
。

▼
内
容
／
問
診
・
胸
部
エ
ッ
ク
ス

線
検
査

　

７
月
３
日（
日
）に
お
お
き
に
ア

リ
ー
ナ
舞
洲
で
開
催
さ
れ
た
大
阪

府
民
ス
ポ
ー
ツ
大
会
に
お
い
て
、泉

州
岬
ス
ポ
ー
ツ
少
年
団
支
部
の
次

の
４
名
が
優
秀
な
成
績
を
収
め

ら
れ
ま
し
た
。

■
小
学
生
２
級
規
定
の
部

優
勝
／
辻
中	

志
音
さ
ん
、辻
中	

琉
心
さ
ん

三
位
／
川
端	

真
矢
さ
ん
、川
端	

彩
矢
さ
ん

■
岬
町
ス
ポ
ー
ツ
少
年
団
少
林

寺
拳
法
さ
ん
よ
り

　

４
名
入
賞
を
機
に
、今
後
の
練

習
生
を
小
学
生
か
ら
一
般
ま
で
幅

広
く
募
集
も
随
時
し
て
い
ま
す
。

　

入
賞
し
た
４
名
の
今
後
の
活

躍
を
期
待
し
て
練
習
に
励
ん
で
ま

い
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

▼
問
合
せ
／
生
涯
学
習
課	

☎

４
９
２

−

２
７
１
５

▼
問
合
せ
／
保
健
セ
ン
タ
ー	

☎

４
９
２

−

２
４
２
４

　

離
婚
に
関
す
る
相
談
や
暴
力

(

Ｄ
Ｖ
、ス
ト
ー
カ
ー
、セ
ク
シ
ュ
ア

ル・ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
、性
暴
力
、性
犯

罪)

被
害
に
関
す
る
相
談
を
、国
際

ソ
ロ
プ
チ
ミ
ス
ト
大
阪
―
り
ん
く

う
の
協
賛
に
よ
り
、女
性
弁
護
士

が
お
受
け
し
ま
す
。

▼
対
象
／
熊
取
町
・
泉
佐
野
市
・

泉
南
市
・
阪
南
市
・
田
尻
町
・
岬
町

に
在
住
・
在
勤
・
在
学
の
女
性

▼
日
時
／
10
月
５
日（
水
）13
時

～
17
時（
１
人
25
分
）

▼
場
所
／
熊
取
ふ
れ
あ
い
セ
ン

タ
ー
４
階
研
修
室
Ａ（
泉
南
郡
熊

取
町
野
田
１
丁
目
１
番
８
号
）

▼
費
用
／
相
談
・一
時
保
育
と
も

無
料

▼
定
員
／
８
人（
完
全
予
約
制
・

先
着
順
）

▼
一
時
保
育
／
２
か
月
～
未
就
学

児
ま
で	

※
申
込
時
に
予
約
要
。９

月
28
日（
水
）ま
で

▼
申
込
方
法
／
９
月
５
日(

月)

よ
り
、問
い
合
わ
せ
先
に
て
電
話

受
け
付
け（
平
日
９
時
～
17
時
30

分
）	

※
た
だ
し
、土
・
日
曜
日
・
祝

日
は
除
き
ま
す
。

▼
問
合
せ
／
熊
取
町	

人
権
・
女

性
活
躍
推
進
課	

☎
４
５
２

−
１
０
０
４
、
４
５
２

−

７
１
０
３

　

岬
町
在
住
の
立
石
雅
美
様
か

ら「
子
育
て
支
援
の
充
実
に
活
用

し
て
く
だ
さ
い
」と
金
１
０
０
万

円
の
寄
附
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

▼
問
合
せ
／
子
育
て
支
援
課	

☎

４
９
２

−

２
７
０
９

世帯数 人口 男 女

世帯／人 7,481 14,903 6,998 7,905

前月比 -2 +1 -21 +22

前年同月比 +13 -210 -104 -106

令和4年8月1日現在人人の動動き

石
綿
検
診（
石
綿
読
影
の

精
度
確
保
等
調
査
事
業
）

を
実
施
し
ま
す

少
林
寺
拳
法

泉
州
岬
ス
ポ
ー
ツ

少
年
団
が
活
躍
！！

女
性
の
た
め
の

特
設
法
律
相
談

子
育
て
支
援
事
業
費
と
し
て

ご
寄
附
い
た
だ
き
ま
し
た

子育て支援事業費としてご寄附いただきました
　岬町在住の立石雅美様から「子育て支援の充実に活用してください」と金100万円の寄附をいただきまし
た。ありがとうございました。
▶問合せ／子育て支援課	☎492-2709
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淡 =淡輪公民館休館日　ア =アップル館休館日　ピ =ピアッツァ5休館日　さ =さんぽるた（深日港観光案内所）休所日
生 =生涯学習課（青少年センター・文化センター）休館日　歴 =岬の歴史館休館日　と =とっとパーク小島休園日
観 =みさき公園駅前観光案内所休所日　み =みさき公園休園日
※みさき公園住民票・印鑑証明書発行コーナー開所日は毎週火、木、土曜（祝日を除く）の9時30分〜15時30分です。
※詳しい内容は掲載ページをご覧ください。（  ）内の数字は掲載ページまたは掲載号

月のカレンダー9
日 月 火 水 木 金 土

28 29 30 31 1 2 3

と

4 5 6 7 8 9 10
乳幼児育児健康
相談（8月号）

消費者相談、人
権相談（P19）

ア ア ピ さ 生 歴 観 淡 ア 歴 み と

11 12 13 14 15 16 17
らくがきクラブ

（P10）
出張ほのぼのク
ラブ（P9）
法律相談、生活
困窮に関する相
談（P19）

淡輪幼稚園
園庭開放（P9）

BCG予防接種
（P10）

多奈川ビオトー
プで自然観察会

（P8）

ア ピ さ 生 歴 観 淡 ア 歴 み と

18 19〈敬老の日〉 20 21 22 23〈秋分の日〉 24
人権相談、相続・
遺言相談（P19）

幼児教室（P9）
行政相談（P19）

9月の散策会
（P8）
定例おたのしみ
会（P10）

ア 淡 ア 生 歴 観 淡 ア 生 歴 ア み 淡 ア 生 歴

25 26 27 28 29 30 1
“わらべうた”で
遊ぼう（P10）

出張ほのぼのク
ラブ（P9）
法律相談、障が
い者相談（P19）

ア ピ さ 生 歴 観 淡 ア ピ 歴 ピ み ピ ピ と

18令和4年（2022年）9月号



※1 新型コロナウイルス感染症予防のため、できるだけ電話相談をご利用ください。
※災害等やむを得ない事情により開催できない場合があります。詳しくはお問い合わせください。

各各 種種 相相 談談 ConsultationConsultation
相談業務名 日時等 場所・予約・問合せ

法律相談法律相談（予約制）（予約制） 9月14日（水）・28日（水）
14時〜17時（定員6名）

○第2庁舎1階会議室
企画地方創生課 ☎492-2775
右記フォーム（二次元コード）から
も申し込み可能です。

行政相談行政相談（予約制）（予約制）
9月21日（水）10時〜12時（おひとりに
つき、15分ずつの相談となります。相談
日前日の正午までにご予約ください。）

○役場相談室
企画地方創生課 ☎492-2775

障がい者相談障がい者相談
○愛の家「みらい」相談室
24時間対応（夜間は電話対応）

○愛の家「みらい」相談室 ☎494-1200
494-0102／ mirai@ainoie.jp

○障がい者出張相談（要予約）
9月28日（水）13時〜15時

○役場相談室
地域福祉課 ☎492-2700

介護相談介護相談 〈平日〉9時〜17時30分 ○岬町社協地域包括支援センター
☎425-9058

教育に関する相談教育に関する相談 〈平日〉13時30分〜15時（要予約） ○学校教育課・指導課 ☎492-2719

消費者相談消費者相談 9月9日（金）13時〜16時 ○役場監査委員室
産業観光促進課 ☎492-2749

人権擁護委員による人権擁護委員による
人権相談人権相談 ※1 ※1

9月6日（火）13時30分〜15時
9月20日（火）13時30分〜15時

○住民活動センターB
人権推進課 ☎492-2773

人権協会による人権協会による
人権相談人権相談 ※1 ※1

火・木曜日（祝日は除く）の
9時〜16時（12時〜13時は除く）

○岬町人権協会多奈川事務所
（文化センター内） ☎492-3270

月・水・金曜日（祝日は除く）の
9時〜16時（12時〜13時は除く）

○岬町人権協会淡輪事務所
（岬町交流センター内） ☎494-1508

総合生活相談総合生活相談 ※1 ※1

火・水曜日（祝日は除く）の
9時〜16時（12時〜13時は除く）

○岬町人権協会多奈川事務所
（文化センター内） ☎492-3270

木・金曜日（祝日は除く）の
9時〜16時（12時〜13時は除く）

○岬町人権協会淡輪事務所
（岬町交流センター内） ☎494-1508

地域就労支援相談地域就労支援相談 ※1 ※1

月・水・木・金曜日（祝日は除く）の
9時〜16時（12時〜13時は除く）

○岬町人権協会多奈川事務所
（文化センター内） ☎492-3270

月・火・木曜日（祝日は除く）の
9時〜16時（12時〜13時は除く）

○岬町人権協会淡輪事務所
（岬町交流センター内） ☎494-1508

障がい者就労・生活相談障がい者就労・生活相談 〈平日〉9時〜17時 ○NPO法人障害者自立支援センター
☎463-7867／ 463-7890

保健師健康相談保健師健康相談 〈随時〉（対象：どなたでも） ○保健センター ☎492-2424

乳幼児育児健康相談乳幼児育児健康相談 10月3日（月）
10時〜11時30分（対象：乳幼児） ○保健センター ☎492-2424

育児相談育児相談 〈平日〉10時〜16時30分 ○子育て支援センター ☎492-1350

療育相談療育相談 〈平日〉10時〜16時30分 ○こぐま園 ☎492-1131

相続・遺言相談相続・遺言相談（予約制）（予約制） 9月20日（火）13時〜16時
※行政書士による相談をおこないます。

○保健センター
予約／企画地方創生課 ☎492-2775

出張福祉なんでも相談出張福祉なんでも相談 新型コロナウイルス感染予防のため
休止しています。

○岬町社協地域包括支援センター
☎425-9058
○いきいきネット相談支援センター
☎492-2955（平日相談も受け付けています。）
○岬町社会福祉協議会 ☎492-0633

生活困窮に関する相談生活困窮に関する相談
（随時の場合は要予約）（随時の場合は要予約） 9月14日（水）14時〜16時 ○大阪府岸和田子ども家庭センター 生活

福祉課 はーと・ほっと相談室 ☎441-2760
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■編集・発行／岬町役場 企画地方創生課　〒599-0392 大阪府泉南郡岬町深日2000-1
■広報に関するご意見・問合せ／☎072-492-2775
    （各課へのお問い合わせは直通番号をご利用ください。）
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http://www.town.
misaki.osaka.jp

ホームページ

【新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための対応について】
広報岬だよりに掲載している記事や広告の内容が変更されたり、各種相談・イベントなどが、中止・延期になる場合があります。最新情報
は、町ホームページや各種公式ホームページをご覧いただくか、直接お問い合わせください。みなさまのご理解とご協力をお願いします。

まちのできごと

　令和4年憲法記念日知事表彰において、前田悦
子さんが大阪府知事より表彰されました。前田悦子
さんは、長年、民生委員・児童委員として職務に精励
し、社会福祉の増進に尽力されました。前田さんの
永年のご労苦に深く
敬意を表します。お
めでとうございます。

▶問合せ／地域福祉課	☎492-2700

受賞おめでとうございます

伝達式に出席された前田さん

　令和4年6月30日に任期満了となる教育委員の出
射省一氏が令和4年6月8日の本議会で議会の同意
を得て教育委員に再任されました。
▶問合せ／学校教育課	☎492-2719

７月１日（金）出射 省一さんが
教育委員に再任されました

　令和4年憲法記念日知事表彰において、四至本
美保さんが大阪府知事より表彰されました。四至本
美保さんは、長年、学校教育の職務に精励され、この
度その功績が評価されました。四至本さんの永年の
ご労苦に深く敬意を
表します。おめでとう
ございます。

▶問合せ／町長公室担当	☎492-2719

受賞おめでとうございます

受賞報告のため来庁された四至本さん

　岬町監査委員として、中野雅敏氏が議会の同意
を得て選任され、町長から中野氏に委嘱状が授与さ
れました。
　監査委員は、地方公共団体に置かれる首長から
独立した執行機関であり、その職務は地方公共団体
の財務に関する事務の執行を監査し、公平で効率

的な行政運営の確保に努めるものです。
▶問合せ／総務課	☎492-2721

岬町監査委員が選任されました


